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全体 % 男性 % 女性 %

127543 - 60780 47.65% 66763 52.35%

25660 20.12% 11963 19.68% 13697 20.52%

①計画の趣旨

１．被保険者等の基本情報

Ⅰ　基本情報

【計画の趣旨・背景】
 平成25年６月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等
のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・
公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」と示さ
れた。
　平成26年３月、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針１（以下「国指針」という。）にお
いて、市町村国保及び国民健康保険組合（以下、国民健康保険組合を「国保組合」という。以下、両者を併せ
て本計画では「保険者」という。）は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率
的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえで、保健事業の実
施・評価・改善等を行うものとした。
　その後、平成30年４月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和２年７月に
閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」において、保険者のデータヘルスの
計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和４年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画
改革工程表2022」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計
画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なＫＰＩの設定を推進す
る。」と示された。
　このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保健事業の実施に向け
て、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められている。

令和６年度（2024年度）～令和11年度（2029年度）まで（６年間）②計画期間

【人口】住民基本台帳登録数　【国保被保険者数】国民健康保険年齢別統計表

　被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、保険年金課が主体となって、保険者の健康課題を分析
し、計画を策定し運用する。
　計画の策定、運用あたっては、住民の健康の保持及び増進のため、健康推進課等庁内関係課と連携してそれぞれの健康課題を共
有し保健事業を展開する。また、岩国市医師会、岩国歯科医師会、玖珂歯科医師会、岩国薬剤師会等の保健医療関係者等と連携し
た体制で実施するとともに、共同保険者である山口県のほか、山口県国民健康保険団体連合会（以下、「国保連」という。）保健
事業支援・評価委員会の指導・助言の活用を図るものとする。
　計画に基づき効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて計画の見直しや次
期計画に反映させる。

３.実施体制・関係者連携

（令和５年４月１日時点）

【計画の目的】
　保険者においては、幅広い年代の被保険者が存在するため、これらの年代の身体的な状況等に応じた健康課
題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進を図り健康寿命の延伸を目指
し、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上が図られ、結果として、医療費の適正化に資すると考えられる。
　上記を踏まえ、本計画は、被保険者自身が主体的かつ積極的に健康増進に取り組むことが重要であり、被保
険者の健康の保持及び増進と医療費適正化を図るために、健診・レセプト等のデータ分析で明らかになった健
康課題に対する取組（保健事業）を計画し、当該保健事業の実施及び結果を評価することを目的とする。

【計画の位置づけ】
　本計画は、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成16年厚生労働省告示第307号。以
下「保健事業実施指針」という。）の一部を改正し、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事
業の実施計画を定めるものである。
　計画の策定においては、健康やまぐち21計画（第３次）（令和６年度～令和17年度）、第四期山口県医療費
適正化計画（令和６年度～令和11年度）、山口県後期高齢者医療広域連合が定める第３期保健事業実施計画
（データヘルス計画）（令和年６年度～令和11年度）等との整合性を図る。
　また、本市の、第３次岩国市総合計画（令和５年度～令和14年度）、第２次岩国市健康づくり計画（令和元
年度～令和８年度）、岩国市高齢者保健福祉計画（令和６年度～令和８年度）等の関連計画とも整合性を図り
計画する。
　国の通知に基づき、「岩国市国民健康保険特定健康診査等実施計画兼データヘルス計画」として一体的に策
定する。

人口（人）

国保被保険者数（人）

２.基本的事項
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【岩国市の地理的状況】
岩国市は、山口県東部に位置し、広島県、島根県の両県に隣接している。沿岸部は穏やかな瀬戸内海に面して
いる。総面積は、873.67平方キロメートルであり、山口県全体の14.3％を占めている。

①保険者の特性

【被保険者の年齢構成】
　本市の国民健康保険の被保険者数及び加入率は減少傾向にあり、令和４年度の加入率は20.1％となってい
る。（図Ⅰ）
　被保険者の年齢構成は、０～39歳が17.5％、40～64歳が27.9％、65～74歳が54.6％で、被保険者の半数以上
が65歳以上の前期高齢者となっている。年齢構成の経年変化としては、多少の増減はあるものの大きな変動は
みられない。（図Ⅱ)
　令和５年４月１日時点における性年齢構成別加入状況でみると、70～74歳の加入率が最も高く、男性が
75.3％、女性が81.5％となっている。（図Ⅲ）

②地域資源の状況

　被保険者千人当たりの医療サービスの状況は、病院数、病床数は全国より多いが、診療所数、医師数は全
国、県に比べ少ない。（図Ⅳ）

４.現状の整理
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図Ⅰ 国民健康保険加入状況（経年推移）
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図Ⅱ 被保険者の構成（経年推移）
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【保健事業の達成状況】

　第２期データヘルス計画では、「健康寿命の延伸」と「医療費の適正化」の２つを目的に掲げ、目的の実現
に向けて、３つの健康課題に対し、「生活習慣病の予防」「重症化予防」「適切な服薬行動」の３つの目標を
設定し、下記の保健事業について下表のとおり評価した。

  ≪評価≫ Ａ：「目標達成」
           Ｂ：「改善」（目標に向けて順調に改善している。）
           Ｃ：「改善ペース小・変化なし」（目標到達ペースを下回っている。）
           Ｄ：「悪化」（悪化している。）
           Ｅ：「評価困難・保留・廃止」
               （数値の公表がない、指定した指標または把握方法が異なるため評価困難。）

③前期計画等に係
る考察

１．生活習慣病の予防
（１）特定健康診査事業

開始時
（H28）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 評価

目標 25.0% 26.0% 31.0% 32.0% 33.0% 60.0%
実績 26.7% 29.9% 28.9% 30.2% 32.7% －

（２）特定保健指導事業
開始時
（H28）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 評価

目標 24.0% 25.0% 27.0% 28.0% 29.0% 60.0%
実績 24.9% 26.1% 18.1% 19.1% 20.8% －

目標
前年度

より減少
前年度
より減少

17％
以上減少

17.5％
以上減少

18％
以上減少

25％
以上減少

実績
17.7%
減少

16.6%
減少

18.8%
減少

28.2%
減少

36.1%
減少

－

２．重症化予防
（１）糖尿病性腎症重症化予防事業

開始時
（H28）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 評価

目標
実績 16人 16人 10人 14人 5人 －

３．適切な服薬行動
（１）後発医薬品の使用促進事業

開始時
（H28）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 評価

目標 70.0% 75.0%
実績 74.9% 78.3% 80.7% 81.8% 82.3% －

（２）服薬相談指導事業
開始時
（H28）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 評価

目標
実績 1人 2人 －

評価指標

特定健康診査受診率 23.9% Ｃ

振り返り

令和元年度に自己負担を無料化し、令和3年度からＡＩを活用して
対象者のタイプ別受診勧奨通知を送付した。目標値（60％）には
達していないが、開始時の平成28年度から8.8％上昇しており、一
定の成果がみられた。

評価指標

特定保健指導実施率 22.5%

Ｃ
特定保健指導対象者

減少率
19.6％
減少

振り返り

特定保健指導実施率：目標値（60％）達成に向け、令和元年度に
は26.1％まで実施率が上昇していた。しかし、令和2年度は新型コ
ロナウイルス感染症の影響もあり18.1%まで落ち込んだが、令和4
年度には20.8％まで回復した。
特定保健指導対象者減少率：媒体や指導内容の見直し、対象者の
関心の高い健診当日に初回面接を行うなど、実施方法を見直し、
対象者の減少につながるよう努めている。

評価指標

保健指導完了者数 32人
各年度20人

Ｃ

振り返り

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの保健指導を受けた完了者の
「検査値の改善率」や「生活習慣改善率」は高く、令和２年度以
降の保健指導完了者について、人工透析には至っておらず指導の
効果はみられているが、目標値（20人）に達しておらず、平成30
年度16人から令和4年度5人と減少し、参加者が少ないことが課題
である。

評価指標

後発医薬品の使用率 65.4%
各年度80%

Ａ

振り返り

目標値（10人）は達しておらず、参加者が少ないことが課題であ
る。参加後の参加者アンケートでは、薬剤師に相談できてよかっ
たなどの声があり、医療費や重複薬剤の減少もみられ効果はあっ
た。

振り返り

年２回、ジェネリック医薬品へ切り替え可能な医薬品を抽出し、
対象者に差額通知を送付。保険証に貼るジェネリック医薬品希望
シールの配布、協会けんぽの協力のもと、福祉医療証（18歳未満
の子どものいる世帯）の更新時に啓発チラシを配布等、普及啓発
に取り組んだ。目標値（80％）に達した。

評価指標

服薬指導数 －
各年度10人

Ｃ
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Ⅱ　健康医療情報等の分析と課題

①健康・医療情報
等の大分類

②左記の大分類のうち、健康・医療情報等の分析に必要となる各種
データ等の分析結果

③健康課題
との対応

平均寿命は、男性80.7歳、女性87.2歳となっており、男性は、県平均
より0.2歳、女性は0.3歳上回っている。

図表1 －

平均自立期間は、男性79.9歳、女性84.5歳となっており、男性は、県
より0.1歳長く、女性は、県より0.2歳短い。

図表2 －

標準化死亡比は、男性100.8、女性96.5となっており、男性は全国の
水準よりわずかに高くなっている。

図表3 －

平均余命と平均自立期間の差（不健康期間）について、男性1.5年、
女性3.3年と県に比べて長くなっている。

図表4 －

死因割合は、がん46.9％、心臓病29.4％　脳疾患14.3％、糖尿病
2.6％、腎不全5.0％、自殺1.8％となっている。そのうち、糖尿病、
腎不全のスコアが県に比べて特に高い。

図表5 Ｂ

総医療費は令和２年度まで減少していたが、その後再び増加してい
る。

図表6 Ｃ

１人当たり医療費の状況については、年々増加している。令和４年度
の一人当たり医療費は、入院・外来ともに国より高い。

図表7-1
図表7-2

Ｃ

年齢階層別の千人当たり受診率は、男女ともに高齢になるにつれて増
加傾向となっている。男女ともに国に比べどの年代でも高くなってい
る。

図表8 Ｃ

疾病分類（大分類）別医療費の割合は、新生物（17.5％）、循環器系
疾患（13.2％）、精神（11.0％）、内分泌他（9.3％）、筋骨格系
（7.2％）の順に多い。

図表9 Ｂ

疾病分類（大分類）１人当たり医療費推移上位５疾病では新生物、精
神、内分泌他が全国、県と比較して高くなっている。新生物は入院の
医療費、精神、内分泌他は外来の医療費で特に高くなっている。

図表10 Ｂ

疾病分類（中分類）１人当たり医療費推移上位10疾病について、入院
は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害が最も多く、外来
は、糖尿病が最も多い。

図表11
KDB 疾病別医療費分析
（中分類）

Ｂ

疾病分類（細小分類）医療費上位10疾病について、入院で医療費が高
い疾患は、統合失調症、骨折、うつ病となっており、外来で医療費が
高い疾患は、糖尿病、高血圧症、脂質異常症となっている。

図表12 Ｂ

生活習慣病関連三疾患（糖尿病・高血圧症・脂質異常症）の医療費・
患者数について、平成30年度から令和4年度で比較すると、糖尿病の
１人当たり医療費が入院・外来ともに増加傾向であり、三疾患の患者
割合も増加傾向となっている。

図表13 Ｂ

生活習慣病重症化疾患の医療費について、平成30年度から令和４年度
で比較すると、狭心症は増加傾向で特に入院の医療費が増加してい
る。また、動脈硬化の患者数が増加傾向となっている。

図表14 Ｂ

人工透析患者数、人工透析医療費の推移ともに、令和元年度から令和
３年度までは減少していたが、令和４年度は増加している。新規透析
患者数は横ばいである。人工透析患者のうち、糖尿病レセプトのある
方は年々増加している。

図表15-1
図表15-2

Ｂ

参照データ

平均寿命・
標準化死亡比等

医療費の分析

KDB 地域の全体像の把
握

KDB健康スコアリング
（医療）

KDB 疾病別医療費分析
（大分類）

KDB 疾病別医療費分析
（細小分類）
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重複頻回受診の状況について、１医療機関以上で14日以上受診した人
数は152人、20日以上受診した人数は70人であった。さらに、２医療
機関以上で14日以上受診した人数は70人、20日以上は25人であった。

図表16
KDB 重複・頻回受診の
状況

Ｃ

多剤処方の状況について、令和４年度において同一薬剤に関する処方
日数が1日以上かつ処方薬剤数（同一月内）が15剤以上に該当する人
が、423人となっている。

図表17 Ｃ

重複服薬の状況については、被保険者全体のうち、２医療機関で１剤
以上に該当する人が、111人となっている。

図表17 Ｃ

後発品の使用割合は年々増加しており、令和４年９月83.5％と県の
81.5％に比べ高い値で推移している。

図表18
厚生労働省「保険者別
の後発医薬品の使用割
合」

Ｃ

特定健康診査受診率の推移について、全国平均および県平均を下回っ
ている状態が続いている。令和４年度の受診率は32.7％で、平成30年
度と比較して6ポイント上昇している。

図表19 法定報告 Ａ

特定健康診査受診率では、男女ともに年齢が高くなるにつれ、受診率
も向上している。全ての年齢で女性の割合が男性の割合を上回ってい
る。受診者数は、男女とも65～74歳が全体の約８割を占めている。

図表20 法定報告 Ａ

特定健康診査の有所見者状況は、男女とも収縮期血圧、HbA1c、LDL-
コレステロールの有所見がある割合が高くなっている。
特に収縮期血圧の割合は全国、県と比較しても高い傾向にある。ま
た、男性は女性と比べて腹囲の有所見率が高くなっている。

図表21
KDB　厚生労働省様式
（様式５－２：健診有
所見者状況）

Ｂ

メタボリックシンドローム該当者率・メタボ予備群該当者率ともに増
加傾向にあり、県・全国より高くなっている。

図表22-1
図表22-2

KDB　健診・医療・介護
データからみる地域の
健康課題
KDB　健診の状況

Ｂ

メタボリックシンドローム該当者率及び該当者数について、性年齢階
層別にみると、該当者率は、男性は、55-59歳、65-69歳、70-74歳、
女性は40-44歳、65-69歳で県より高くなっている。経年で見ていく
と、男性の70-74歳でメタボ該当者数は増加傾向である。

図表23 KDB　健診の状況 Ｂ

質問票調査の状況は、若い世代ほど運動習慣や食生活が乱れている割
合が高くなっている。20歳時から体重の増加（10kg以上）、生活習慣
の改善意欲なしが県よりも高くなっている。

図表24 KDB　質問票調査の状況 Ｂ

特定保健指導実施率は、令和４年度で20.8％であり、令和元年度より
5.3％減少しているが、令和２年度以降増加傾向にある。また、県平
均より高く、全国平均より低い状況である。

図表25 法定報告 Ｂ

レセプト・健診デー
タ等を組み合わせた

分析

特定健診受診者で、令和４年度の生活習慣病治療中の割合は27％であ
る。一方、特定健診未受診のうち、生活習慣病のレセプトのある人の
割合は、46％であり、令和元年度以降変化がみられない状況である。
特定健診未受診者のうち、治療をしていない人の割合は、21.8％であ
り、これらの人の健康状態を把握するのは難しい状況にある。

図表26
KDB　糖尿病等生活習慣
病予防のための健診・
保健指導

Ａ

介護認定率については、20.0％で県19.4％よりも高い。 図表27
KDB　地域の全体像の把
握

－

介護給付費（経年推移）について、１人当たり介護給付費は、居宅、
施設ともに県より高くなっている。

図表28-1
図表28-2

KDB　健康ｽｺｱﾘﾝｸﾞ（介
護）

－

介護度別レセプト１件当たり介護給付費について、要支援１～要介護
４まで県より高くなっている。

図表29 －

介護認定者の有病状況は、糖尿病（26.0％）・高血圧症（59.8％）・
脂質異常症（37.8％）・心臓病（68.0％）・筋骨格（59.4％）・精神
（44.7％）が県より高い。

図表30 Ｂ

特定健康診査・
特定保健指導等の
健診データの分析
（質問票を含む）

医療費の分析

介護費関係の分析

KDB　重複・多剤処方の
状況

KDB　地域の全体像の把
握
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Ⅲ　計画全体

１　保険者の健康課題

6、7

④対応する
保健事業

番号

生活習慣病に関連する糖尿病、高血圧症、脂質異常症の医療費が高く、患者割合も増
加しており、生活習慣病重症化疾患である狭心症の入院医療費が増加傾向である。
メタボリックシンドローム該当者率・予備群該当者率が県や国よりも高く増加傾向で
あり、生活習慣病の重症化予防のためにも、特定保健指導の実施率向上や受診勧奨な
どの取り組みが必要。

2 2～5

1

Ｃ

総医療費は令和２年度まで減少していたが、その後再び増加している。被保険者数は
年々減少しているが、一人当たり医療費は年々増加している。医療費適正化を図るた
め、後発医薬品の使用促進とともに、適切な服薬行動を促すさらなる取り組みが必
要。

3

Ｂ

①
項目

②健康課題
③優先する
健康課題

Ａ

特定健康診査の受診率は全国および県平均を下回っている状態が続いている。
特定健康診査未受診者で、生活習慣病治療中の人の割合は、特定健康診査対象者のう
ち約４割を占めている。また、特定健康診査未受診者で生活習慣病の受診歴がないな
ど健康状態を把握できない層もあるため、特定健康診査の受診率向上対策を行い、必
要な保健事業を実施する必要がある。

1

解決すべ

き健康課

題と保健

事業の対

応づけ
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⑧
計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

Ａ
健康状態の把握および健
康リスク等の早期発見・
早期治療

特定健康診査実施率
32.7%

(県:33.2%)
35.0% 36.0% 37.0% 38.0% 39.0%

60.0%
(県:60.0%)

特定保健指導実施率
20.8%

(県:15.7%)
26.5% 29.0%

R4年度
より増加

34.0% 36.5%
60.0%

(県:60.0%)

特定保健指導による特定
保健指導対象者の減少率

36.1%
(県:30.2%)

－ －
R4年度

より増加
－ －

R8年度より
増加

(県:増加)

血圧が保健指導判定値以
上の者の割合

56%
(県:51.7%)

－ －
R4年度

より減少
－ －

R8年度より
減少

(県:減少)

HbA1c 8.0 ％以上の者の
割合

1.2%
(県:1.3%)

－ －
R4年度

より減少
－ －

R8年度より
減少

(県:減少)

高血糖者の割合
9.8%

(県:10.3%)
－ －

R4年度
より増加さ
せない

－ －
R8年度より

増加させない
(県:増加させない)

HbA1c 6.5％以上の者の
うち、糖尿病のレセプト
がない者の割合

6.7%
(県:7.3%)

－ －
R4年度

より減少
－ －

R8年度より
減少

(県:減少)

Ｃ 医療費適正化
後発医薬品の使用割合
（数量ベース）

84.2%
(県:85.9%)

－ －
R4年度

より増加
－ －

R8年度より
増加

(県:80.0%)

1 最重点

2 重点

3 重点

4 重点

5 重点

6

7

２　データヘルス計画全体における目標・評価指標・目標値

３　個別の保健事業

【新】40歳未満早期介入保健指導事業

【新】生活習慣病重症化予防事業

糖尿病性腎症重症化予防事業

服薬相談指導事業

後発医薬品の使用促進事業

特定保健指導事業

⑩
事業
番号

⑪事業名称
⑫重点・
優先度

特定健康診査事業

⑨目標値

⑦評価指標
⑥データヘルス計画
全体における目標

生活習慣病の発症予防

⑤
項目

生活習慣病の重症化予防

Ｂ
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

アウトカム
（成果）

指標
32.7% 35.0% 36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 60.0%

－ 3医療機関 6医療機関 10医療機関 15医療機関 15医療機関 15医療機関

－ 作成 更新 更新 更新 更新 更新

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標

周知勧奨：健診対象者全員（当該年度４月１日時点）へ５月末に受診券を一斉発送　当該年度４月２日以降に新規加入者のうち希望者へ受診券発
送
啓発活動：広報誌、ホームページ、ＳＮＳ、イベント等での啓発
実施内容：ＡＩを活用した未受診者の分析を行い、未受診者へ受診勧奨はがき送付（業務委託）、電話勧奨（電話連絡に同意のある被保険者の
み）
実施形態：医療機関による個別健診
          集団健診では、がん検診と同日実施できる体制、土日ともに受診できる機会を設定
実施場所：個別健診→委託医療機関、集団健診→各保健センター等

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

周知勧奨：健診対象者全員（当該年度４月１日時点）へ５月末に受診券を一斉発送　当該年度４月２日以降に新規加入者のうち希望者へ受診券発
送
啓発活動：広報誌、ホームページ、ＳＮＳ、イベント等での啓発
実施内容：医療機関への訪問説明資料を作成し、必要に応じて更新する。
　　　　　ＡＩを活用した未受診者の分析を行い、未受診者へ受診勧奨はがきを送付（業務委託）、電話勧奨（電話連絡に同意
　　　　　のある被保険者のみ）
　　　　　受診者に対し、インセンティブ付与を検討
実施形態：医療機関による個別健診
          集団健診では、がん検診と同日実施できる体制、土日ともに受診できる機会に加え、特定健診単独会場の設定の検討
実施場所：個別健診→委託医療機関、集団健診→各保健センター等

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

健康推進課：事業計画の作成、関係機関との連絡調整、予算編成、普及啓発
保険年金課：予算編成、普及啓発
医療機関：対象者へ健診の周知（ポスター掲示）
外部委託：個別・集団健診の実施、受診勧奨（通知作成・送付）

健康推進課：事業計画の作成、関係機関との連絡調整、予算編成、普及啓発
保険年金課：予算編成、普及啓発
医療機関：対象者へ健診の周知（ポスター掲示・チラシの配布）
外部委託：個別・集団健診の実施、受診勧奨（通知作成・送付）

⑭評価計画

⑩現在までの実施方法（プロセス）

特定健康診査受診率

受診率向上のための医療機関訪問説
明アウトプット

（実施量・率）
指標

受診率向上のための説明資料

⑨目標を達成するための
主な戦略

医療機関への訪問説明により、レセプトのある対象者の特定健康診査の受診を促進する。
委託業者によるＡＩを活用した未受診者勧奨を実施する。
新規受診者および連続受診者を増やすためのインセンティブ付与を検討する。

④現在までの事業結果
令和３年度よりＡＩを活用した未受診者勧奨対策を実施した。アウトカム指標の60％には達しなかったものの平成30年
度26.7％から令和４年度には32.7％となり6％受診率を上げることができた。

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

③対象者 40～74歳の被保険者

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　１ 特定健康診査事業

②事業の目的 被保険者が定期的に特定健康診査を受診することで、生活習慣病の発症予防と重症化予防につなげる。
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

36.1% - -
R4年度より

増加
- -

R8年度より
増加

53.5% - -
R4年度より

増加
- -

R8年度より
増加

75.4% - -
R4年度より

増加
- -

R8年度より
増加

アウトプット
（実施量・率）

指標
20.8% 26.5% 29.0% 31.5% 34.0% 36.5% 60.0%

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

直営により実施
健康推進課：案内通知、未利用者勧奨、保健指導の実施、事業計画の作成、関係機関との連絡調整、予算編成
医療機関　：対象者へ保健指導の周知、利用勧奨(ポスター掲示・案内チラシの配布）
外部委託　：結果通知に合わせた保健指導対象者への周知（チラシの送付）

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標

直営実施に加え、業務委託を検討
健康推進課：案内通知、未利用者勧奨、保健指導の実施、事業計画の作成、関係機関との連絡調整、予算編成
医療機関　：患者へ保健指導を周知、利用勧奨(ポスター掲示・案内チラシの配布）
外部委託　：結果通知に合わせた保健指導対象者への周知（チラシの送付）

⑭評価計画

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

実施形態：集団支援→保健センターで実施
　　　　　個別支援→対象者と相談のうえ実施
　　　　　　　　　　対象者がより利用しやすいよう、個別医療機関等で実施できないか検討する。
　　　　　初回面接の分割実施→集団健診会場で実施回数を増やす等、実施率向上に努める。
周知方法：案内通知、ポスター・チラシによる啓発
利用勧奨：電話・訪問等により実施。かかりつけ医からの勧奨を依頼
　　　　　利用状況(対象歴､過去の保健指導利用状況､利用しない理由等）を把握し、アプローチの方法を検討
指導内容：アンケートによる理解度把握や実施結果の分析を行い、指導方法や内容、資料を見直し、指導による効果の向上に努める。

アウトカム
（成果）

指標

特定保健指導による特定保健指導
対象者の減少率

利用者がメタボ・メタボ予備軍か
ら脱した割合

特定保健指導利用者の健診継続受
診率

特定保健指導実施率

⑨目標を達成するための
主な戦略

保健指導：初回面接の分割実施を集団健診において実施する。
利用勧奨：医療機関と連携し、かかりつけ医からの利用勧奨の協力を得る。
業務委託：保健指導充実のために業務委託を検討する。

⑩現在までの実施方法（プロセス）

実施形態：集団支援→保健センターで実施、個別支援→対象者と相談のうえ実施、初回面接の分割実施→集団健診会場で実施
周知方法：案内通知、ポスター・チラシによる啓発
利用勧奨：電話・訪問等により実施、かかりつけ医からの勧奨を依頼
　　　　　利用状況(過去の保健指導対象歴と利用状況､利用しない理由等）を把握し、アプローチの方法を検討
指導内容：アンケートによる理解度把握や実施結果の分析を行い、指導方法や内容、資料を見直し、指導による効果の向上に努める。

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

④現在までの事業結果
特定保健指導の実施率は増加しているが、目標に届いておらず、令和4年度より集団健診会場における初回面接分割実
施を開始し、実施率向上に努めている。保健指導による対象者の減少率は増加傾向である。

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

③対象者 40～74歳の被保険者のうち、特定健診の受診結果より特定保健指導の対象となった者

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　２ 特定保健指導事業

②事業の目的 生活習慣の改善により、メタボリックシンドローム及び関連する生活習慣病を予防する。
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

12人 － －
R4年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ 8.0% －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ 5.0% －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ － －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ 1 －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

－ － －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

受診勧奨：35歳到達勧奨送付率
アウトプット

（実施量・率）
指標

③対象者 35～39歳の被保険者

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　３ 【新】40歳未満早期介入保健指導事業

②事業の目的
若い世代から健診受診を促し、自身の健診結果を理解して、生活習慣の振り返りや、生活習慣を改善するための取組を
行うなど、健康づくりに向けた行動変容につなげる。

⑩現在までの実施方法（プロセス）

④現在までの事業結果
35歳から受けられる人間ドック、健康診査を実施。人間ドックの40歳未満の受診者数は毎年10人弱と横ばい。健康診査
については、令和元年度からは自己負担無料で実施しているが、令和元年度12人から年々受診者数は減少し令和４年度
は５人。健診結果異常者に対する保健指導までは行っていない。

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

受診勧奨：受診者数

保健指導：保健指導実施率

⑨目標を達成するための
主な戦略

受診勧奨：年度内に35歳に到達する対象者に対して受診勧奨を実施し、受診後にアンケートを実施することで、次年度
の継続受診につなげていく。窓口チラシの配布を、健康診査受諾医療機関へ拡大していく。
保健指導：保健指導充実のために業務委託を検討する。

受診勧奨：継続受診希望率
（次年度受診希望者/受診者）

保健指導：利用者がメタボ・メタボ
予備群から脱した割合

アウトカム
（成果）

指標

受診勧奨：35歳到達勧奨通知者の受
診率

受診勧奨：窓口チラシ設置・配布医
療機関数

昨年度と引き続き同様の体制で実施するが、特に受診勧奨、普及啓発に注力する。
保険年金課　：予算編成、医療機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
　　　　　　　《受診勧奨》受診勧奨対象者抽出・通知送付、受診券発送、未受診者へメール・電話にて受診勧奨
　　　　　　　《保健指導》保健指導対象者への案内通知発送、電話・訪問による保健指導（個別）
健康推進課　：《保健指導》健診結果説明会の実施
医師会　　　：医療機関との協定とりまとめ
かかりつけ医：健診実施、結果説明、チラシ設置協力

⑭評価計画

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

周知勧奨：窓口チラシの作成、35～39歳の新規加入者にチラシ配布、国保だより・ホームぺージに掲載
実施形態：来庁者に窓口で周知、国保だより個別通知（年１回）
実施評価：健康診査受診人数を確認

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

《受診勧奨》
周知勧奨：35歳到達者に対して勧奨通知を送付、窓口チラシの作成・配布、国保だより、ホームぺージに掲載
実施形態：個別通知
実施回数：年１回（５月末）、12月に未受診者へメール・電話にて受診勧奨
実施評価：健康診査受診者数を確認、受診後アンケート実施し次年度受診希望を確認
　　　　　受診後アンケート実施し次年度受診希望を確認
《保健指導》
実施形態：特定保健指導の集団・個別支援に準ずる。
周知方法：案内通知、チラシによる啓発
指導内容：アンケートによる理解度把握や実施結果の分析を行い、指導方法や内容・資料を見直し、指導効果の向上に努める。

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

保険年金課　：受診勧奨対象者抽出・通知送付、受診券発送
　　　　　　　予算編成、医療機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
医師会　　　：医療機関との協定とりまとめ
かかりつけ医：健診実施、結果説明

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

アウトカム
（成果）指標

－ － －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ － －
R6年度より

増加
－ －

R8年度より
増加

－ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

③対象者
40～74歳の被保険者のうち、特定健診結果において、各検査項目の値が厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラ
ム【令和６年度版】」に掲載されている受診勧奨判定値以上の者のうち、健診受診直後からデータ抽出時まで、医療機
関への受診がない者。ただし、状況に応じて対象者の条件は変更するものとする。

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　４ 生活習慣病重症化予防対策事業

②事業の目的
生活習慣病等の重症化リスク者が適切に医療機関を受診することで、生活習慣病等の重症化予防と健康寿命の延伸及び
医療費の適正化を図る。

④現在までの事業結果 なし

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

受診勧奨後の医療機関受診率
（受診者＋医療機関相談済み者※
/受診勧奨対象者）

保健指導実施率
（保健指導実施者数/受診勧奨対
象者数）

受診勧奨通知の送付率

※医療機関相談済み者：健診後医師に相談し経過観察等で治療を未開始（レセプトなし）の者

⑨目標を達成するための
主な戦略

受診勧奨：直営、業者委託を想定し、効果的な勧奨通知を作成する。勧奨通知後、電話にて受診勧奨や受診確認を行
う。
保健指導：直営で実施するが、保健指導充実、マンパワーを考慮し業務委託を検討する。

⑩現在までの実施方法（プロセス）

なし

アウトプット
（実施量・率）

指標

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

実施体制：受診勧奨通知は、直営、業者委託を想定、関係機関との連携は市が実施
受診勧奨：勧奨通知発送後、電話・訪問等により受診勧奨・受診確認を行う。
保健指導：受療行動の促進や健診結果全体について理解が深められるよう保健指導を集団・個別にて実施
実施評価：医療機関受診者数・受診率、保健指導実施率を確認

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

なし

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標

保険年金課　：事業対象者の決定、予算編成、関係機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
　　　　　　　医師会、かかりつけ医への事業説明
　　　　　　　対象者への受診勧奨、受診確認の電話・訪問対応（個別保健指導を含む）・集団保健指導の検討
　　　　　　　業務委託の検討・調整
健康推進課　：対象者への受診勧奨、集団保健指導への参加の呼びかけ
かかりつけ医：患者への呼びかけ
外部委託　　：対象者の受療行動の促進につながる通知書の作成・送付

⑭評価計画
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

90.0% 80.0% 80.0%

100.0% 80.0% 80.0%

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

45.5% 50.0% 50.0%

前年度より
減少

前年度より
減少

前年度より
減少

前年度より
減少

前年度より
減少

前年度より
減少

前年度より
減少

Ⅲ期～Ⅳ期 7人 10人 － 5人 － － 3人

Ⅱ期 － 10人 － 15人 － － 17人

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

《受診勧奨》
周知勧奨及び実施期間
　７月：受診勧奨通知を発送
　10月：受診勧奨通知送付後レセプトにて受診確認、未受診者には保健師から電話勧奨、訪問を実施
　３月：電話勧奨、訪問後の受診確認、事業評価
《保健指導》
周知勧奨：書面による保健指導事業案内通知の発送
実施形態：委託
実施場所：市保健センター等
実施項目：①保健師、看護師、栄養士等による保健指導（２回は対面またはタブレット面談、10回は電話指導）
　　　　　②前年度の保健指導完了者への保健指導
実施期間：①８月～２月　②７月～９月
結果提供：保健指導前後の検査値及び行動変容を比較した実施結果報告書を作成

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

《受診勧奨》
周知勧奨及び実施期間
　７月：受診勧奨通知を発送　→　対象者へ電話、訪問勧奨を早期に実施
　10月：受診勧奨通知送付後レセプトにて受診確認、未受診者には保健師から電話勧奨、訪問を実施
　３月：電話勧奨、訪問後の受診確認、事業評価
《保健指導》
周知勧奨：書面による保健指導事業案内通知の発送
実施形態：委託
実施場所：市保健センター等
実施項目：①保健師、看護師、栄養士等による保健指導（２回は対面またはタブレット面談、10回は電話指導）
　　　　　②前年度の保健指導完了者への保健指導
実施期間：①８月～２月　②７月～９月
結果提供：保健指導前後の検査値及び行動変容を比較した実施結果報告書を作成

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　５

②事業の目的
人工透析患者の減少。
糖尿病性腎症または、糖尿病の重症化を予防することができ、ＱＯＬの低下を防ぐことができる。

⑩現在までの実施方法（プロセス）

④現在までの事業結果

保健指導：保健指導対象者数は、令和元年度から令和３年度まで10人以上だったが、令和４年度は参加者が７人と減少し
ている。保健指導による指導完了者の「生活習慣改善率」及び「検査値の改善率」は目標値を超えており、令和２年度以
降の保健指導完了者について、人工透析に移行した方はおらず保健指導の効果はみられている。
受診勧奨：令和２年度から実施し、受診率は年々上昇している。令和４年度45.5％と目標値（50％）にあとわずかのとこ
ろである。

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

保健指導：生活習慣改善率

受診勧奨：通知実施率

⑨目標を達成するための
主な戦略

保健指導：県版プログラムに準拠し、糖尿病性腎症の病期を第Ⅲ～Ⅳ期から第Ⅱ～Ⅳ期へ拡大する。
受診勧奨：医療機関受診へつながりやすくするため、受診勧奨通知の文面等を工夫し、特定健診受診券発送から1か月後を
目安に受診勧奨通知を送付しタイムリーな対応ができるようにする。その後、レセプトデータから受診が確認できない場
合、対象者のアセスメントを含め、訪問による積極的な受診勧奨を行う。

③対象者

保健指導：被保険者のうち、レセプトデータ等からⅡ型糖尿病を起因としている腎症のⅡ期とⅣ期の者を対象とする。
（がんや精神疾患、難病の治療中の者を除く）
受診勧奨：前年度の特定健康診査受診者のうち、血糖値126ml/dl以上、HbA1c6.5％以上で医療機関への受診がない者と糖
尿病治療歴があり前年度中に医療機関への受診がない者

糖尿病性腎症重症化予防事業

アウトカム
（成果）

指標

アウトプット
（実施量・率）

指標

保健指導：検査値（血圧、eGFR、
HbA1c）の改善率

保健指導：保健指導完了者の人工透
析移行者

人工透析患者数

受診勧奨：受診率

保健指導：完了者数
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保険年金課　：《受診勧奨》
　　　　　　　ＫＤＢにて対象者を抽出、受診勧奨対象者への通知の作成・発送、未受診者への電話・訪問対応
　　　　　　　《保健指導》
　　　　　　　ＫＤＢにて対象者を抽出、レセプトデータの提供を国保連へ依頼、委託業者へのデータ提供、事業対象者の決定
　　　　　　　予算編成、関係機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成、連携会議にて協議検討
　　　　　　　医師会、かかりつけ医への事業説明
かかりつけ医：《保健指導》患者への呼びかけ
外部委託　　：《保健指導》事業対象者の選定、保健指導事業案内通知作成・発送、個別の訪問指導
　　　　　　　かかりつけ医への報告書作成・送付、連携会議開催・実施状況の報告

⑭評価計画

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

保険年金課　：《受診勧奨》
　　　　　　　ＫＤＢにて対象者を抽出、受診勧奨対象者への通知の作成・発送、未受診者への電話・訪問対応
　　　　　　　《保健指導》
　　　　　　　ＫＤＢにて対象者を抽出、レセプトデータの提供を国保連へ依頼、委託業者へのデータ提供、事業対象者の決定
　　　　　　　予算編成、関係機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成、連携会議にて協議検討
　　　　　　　医師会、かかりつけ医への事業説明
かかりつけ医：《保健指導》患者への呼びかけ
外部委託　　：《保健指導》事業対象者の選定、保健指導事業案内通知作成・発送、個別の訪問指導
　　　　　　　かかりつけ医への報告書作成・送付、連携会議開催・実施状況の報告

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

アウトカム
（成果）

指標
100% - -

R4年度より
増加

- -
R8年度より

増加

アウトプット
（実施量・率）

指標
2人 - -

R4年度より
増加

- -
R8年度より

増加

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

保険年金課　：ＫＤＢ及びレセプトにて、事業対象者の抽出・決定
　　　　　　　予算編成、関係機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
　　　　　　　医師会、かかりつけ医への事業説明、薬剤師会との連携会議開催
薬剤師会　　：事業対象者の選定、個別の訪問指導、かかりつけ医への報告書作成、連携会議で協議検討
かかりつけ医：患者への呼びかけ

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

⑭評価計画

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標

昨年度と引き続き同様の体制で実施するが、特に多剤服薬対象者への訪問指導を検討する。
保険年金課　：ＫＤＢ及びレセプトにて、事業対象者の抽出・決定
　　　　　　　予算編成、関係機関との連絡調整、その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
　　　　　　　医師会、かかりつけ医への事業説明、薬剤師会との連携会議開催
薬剤師会　　：事業対象者の選定、個別の訪問指導、かかりつけ医への報告書作成、連携会議で協議検討
かかりつけ医：患者への呼びかけ

④現在までの事業結果

⑩現在までの実施方法（プロセス）

周知勧奨：服薬相談事業について対象者に案内通知
実施形態：薬剤師会の在宅薬事コーディネーターによる訪問指導
実施期間：８月～12月
評価方法：ＫＤＢにより訪問指導前後３か月平均の薬剤数、医療費等の比較

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

⑨目標を達成するための
主な戦略

重複服薬対象者の抽出条件について薬剤師会と連携し見直すとともに、多剤服薬対象者について服薬相談指導の実施を
検討していく。

服薬相談指導事業

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　６

②事業の目的
服薬相談指導により、薬の管理・飲み方を適切に行うことで、被保険者の経済的負担を軽減し、医療費の適正化につな
げる。

③対象者

重複：40歳～74歳の被保険者で、３か月連続して、２医療機関以上受診し、該当月に複数の医療機関から同一薬効の薬
剤処方を受けており、薬剤処方日数が１か月あたり14日以上となっている者とし、（要介護３以上、がん、難病、精神
疾患、認知症受診歴がある者、外用薬・注射薬のみの薬効重複者、住所地特例者等、服薬指導対象者として適切でない
者を除く）さらに、薬剤師会が指導効果が高いと認めた者
多剤：同一薬剤に関する処方日数が１日以上かつ処方薬剤数（同一月内）が15剤以上に該当する者。ただし、状況に応
じて対象者の条件は変更するものとする。

周知勧奨：服薬相談事業について対象者に案内通知
実施形態：薬剤師会の在宅薬事コーディネーターによる訪問指導
実施期間：８月～12月
評価方法：ＫＤＢにより訪問指導前後３か月平均の薬剤数、医療費等の比較

岩国薬剤師会に委託し、令和３年度から事業を開始し、令和３年度は１人、令和４年度は２人の訪問指導を実施してい
るが、参加者が伸びず目標値の10人に届いていない。

⑥評価指標

服薬指導を受けた者の改善率
（服薬指導を受けた者のうち重複薬

効が減少した者の割合）

服薬指導完了者数

指標

⑧目標値

⑤今後の目標値
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⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

アウトカム
（成果）

指標
84.2%

R4年度より
増加

R8年度より
増加

アウトプット
（実施量・率）

指標
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

③対象者
①30歳以上で先発医薬品から後発医薬品に変更することで差額が200円以上発生する者
②被保険者全員
③18歳未満の子どものいる世帯

Ⅳ　個別の保健事業

事業番号　７ 後発医薬品の使用促進事業

②事業の目的 被保険者の後発医薬品に対する理解を深め、使用促進及び自己負担額の軽減を図る。

⑩現在までの実施方法（プロセス）

④現在までの事業結果
アウトプットの差額通知実施率100％、アウトカム指標の後発医薬品使用率80％ともに目標値を達成しているが、県平均値
（85.9％）にはとどいていない。

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

後発医薬品の使用率

差額通知実施率

⑨目標を達成するための
主な戦略

ジェネリック医薬品差額通知書、後発医薬品に関するチラシの配布を行う。

昨年度と引き続き同様の体制で実施するが特に薬剤師会との連携を強化し、周知啓発に注力する。

保険年金課：予算編成、関係機関との連絡調整、普及啓発チラシの作成、対象者決定、差額通知発送
　　　　　　その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
国保連合会：対象者抽出、差額通知作成・封入封緘
薬剤師会　：連携会議、所属薬局へ働きかけ（啓発物品の配布設置協力）

⑭評価計画

令和８年度（2026年度）に中間評価を行い、指標の見直しを行う。

周知勧奨：①書面による差額通知の発送、②国保だより、ホームぺージに掲載、③協会けんぽ協力にて啓発チラシ配布
実施形態：①差額通知の郵送を実施、②保険証の交付、更新時にジェネリック希望シールの配布、③福祉医療費受給者証を送付時に啓発チラシを
同封
実施回数：①年２回、②随時、③年１回（７月）
実施評価：差額通知発送後の切り替え率を確認

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

後発医薬品の使用率の向上を目指し、周知・啓発を実施する。

周知勧奨：①書面による差額通知の発送、②国保だより、ホームぺージに掲載、ＳＮＳ、③協会けんぽ協力にて啓発チラシ配布
実施形態：①差額通知の郵送を実施、②被保険者への送付する通知類に啓発チラシを同封、③福祉医療費受給者証を送付時に啓発チラシを同封
実施回数：①年２回、②随時、③年１回（７月）
実施評価：差額通知発送後の切り替え率を確認

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

保険年金課：予算編成、関係機関との連絡調整、普及啓発チラシの作成、差額通知発送
　　　　　　その他実施方法等を検討し事業計画書を作成
国保連合会：対象者抽出、差額通知作成・封入封緘
薬剤師会　：連携会議

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
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Ⅴ　その他

データヘルス計画
の評価・見直し

１.評価方法
　評価方法については、岩国市国民健康保険運営協議会での評価報告に加えて、山口県国民健康保険団体連合会に設置
された「保健事業支援・評価委員会」による評価を行う。
　また、計画の評価時期については、個別の保健事業に係る評価は毎年度末及び必要に応じて随時行う。計画の総合的
な評価及び計画の見直しは、計画の評価年及び必要に応じて随時行うこととする。
　なお、計画の評価に当たっては、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（事業実施量）、アウ
トカム（事業成果）の４つの視点による評価を実施する。

２．計画の見直し
保健事業計画の効果的・効率的な推進や実効性を担保するため、ＫＤＢ等のデータ分析を活用した「Ｐｌａｎ（計
画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔ（改善）」によるＰＤＣＡサイクルに沿って、毎年課題等を改善し
ながら継続的に事業の運営を行う。
　計画期間が６年間であることから、計画の中間年度である令和８（2026）年度に計画全体の進捗状況の評価を実施
し、必要に応じて見直しを行う。また本計画の最終年度である令和11（2029）年度には、設定した評価指標を基に、目
標の達成状況の評価を行い、次期計画に反映させる。
　計画の見直しに当たっては策定時同様、関係団体の意見を参考にし、被保険者の現状に即した計画となるよう努め
る。

データヘルス計画
の公表・周知

本計画は、広報、ホームページ等で公表し、広く周知するよう努める。

個人情報の取扱い

　特定健康診査および特定保健指導の記録の保存にあたっては、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた
手引き（第４版）」を参考に、個人の健康情報を漏えいしないよう、厳格に管理したうえで適切に活用する。
　個人情報の取り扱いに関しては、「個人情報の保護に関する法律」及び「岩国市個人情報保護条例」に基づき行う。
　また、この計画にかかわる業務を外部に委託する際も、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を計画書に定め
るととともに、委託先の契約順守状況を管理していく。

地域包括ケアに
係る取組およびそ
の他の留意事項

国保保険者として、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援・認知症対策など暮らし全般を支えるための直面する課
題などを協議する場に参加し、地域で被保険者を支える関係機関や関係団体と連携していく。
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Ⅵ 第４期 特定健康診査等実施計画 

１ 計画の背景・趣旨 

（１） 背景及び目的 

生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成することを目的に、

保険者においては、平成 20 年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57 年法律第 80

号）に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられた。 

岩国市においても、同法に基づき実施計画を策定し、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実

施率向上に取り組んできた。 

近年、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高まってお

り、より効率的かつ効果的な特定健康診査及び特定保健指導の実施が求められている。令和５年３月

に発表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第４版）」、「特定健康診査・特定保健指導の

円滑な実施に向けた手引き（第４版）」では、成果を重視した特定保健指導の評価体系の見直し、特

定保健指導の成果などの見える化の推進などの新たな方向性が示され、成果（アウトカム）に着目し

たより効率的かつ効果的な事業運営が求められることになった。 

本計画は、第３期計画期間（平成 30年度から令和５年度）が終了することから、国での方針の見

直しの内容を踏まえ、岩国市の現状を考慮した事業の運営を図ることを目的に策定する。 

 

（２） 計画期間 

 令和６年度（2024年度）から令和 11年度（2029年度） 

 

（３） 国の示す目標 

 第４期計画においては、表１のとおりであり、令和 11 年度までに特定健康診査の全国平均受診率

70％以上、特定保健指導の全国平均実施率 45％以上を達成することが設定されている。目標値は、

第３期計画目標の目標値から変更されていない。市町村国保における目標値も第３期からの変更はな

く、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率のいずれも 60％以上と設定されている。 

 また、メタボ該当者及びメタボ予備軍の減少率についても、第３期に引き続き、平成 20年度比25％

以上減と設定されている。 

表１  第４期計画における国が設定した目標値 

 全国（令和 11年度） 市町村国保（令和 11年度） 

特定健康診査受診率 70％以上 60％以上 

特定保健指導の実施率 45％以上 60％以上 

メタボ該当者・メタボ予備軍該当者の減少率 

（平成 20年度比） 

25％以上 

出典：厚生労働省 第４期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について 

 

（４） 岩国市の目標 

 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の目標値は、表２のとおりであり、令和 11 年度まで

に特定健康診査受診率を60.0%、特定保健指導実施率を 60.0％まで引き上げるように設定する。 

 目標値に沿った特定健康診査対象者及び特定保健指導実施者の見込み数については、表３のとおり

である。 
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表２ 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の目標値 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 

特定健診受

診率 

35.0％ 36.0％ 37.0％ 38.0％ 39.0％ 60.0％ 

特定保健指

導実施率 

26.5％ 29.0％ 31.5％ 34.0％ 36.5％ 60.0％ 

 

表３ 特定健康診査対象者・特定保健指導実施者の見込み数 

  令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10 年度 令和11 年度 

特定 

健康 

診査 

対象者数（人） 19,701 19,210 18,739 18,288 17,856 17,440 

受診者数（人） 6,895 6,915 6,933 6,949 6,963 10,464 

特定 

保健 

指導 

対象者

数（人） 

合計 687 689 690 691 692 1,014 

積極的支援 91 91 91  91 92 134 

動機付け支

援 

596 598 599 600 600 880 

実施者

数（人） 

合計 182 200 218 235 253 608 

積極的支援 24 26 29 31 33 80  

動機付け支

援 

158 174 189 204 220 528 

※各見込み数の算出方法 

特定健康診査対象者数：40-64歳、65-74歳の推計人口に令和 4年度の国保加入率を乗じて算出 

特定健康診査受診者数：特定健康診査対象者数に特定健康診査受診率の目標値を乗じて算出 

特定保健指導対象者数：合計値は、特定健康診査受診者数に令和4年度の特定保健指導該当者割合 

を乗じて算出 

 支援区分別対象者数は、合計値に令和 4年度の対象者割合を乗じて算出 

 特定保健指導実施者数：特定保健指導対象者数に特定保健指導実施率の目標値を乗じて算出 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 

（１）特定健康診査 

①実施目的・対象者 

 「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」（以下「基本指

針」という。）にあるとおり、特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防すること

を目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要

とする者を的確に抽出するために行う。 

 対象者は、当該年度末に 40歳以上の岩国市国民健康保険被保険者（受診時 74歳は受診可能）。 

 

②実施方法 

ア 実施方法 

（ア） 個別健診：医療機関へ委託 
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（イ） 集団健診：健診実施機関へ委託 

イ 実施場所 

（ア） 個別健診：受託医療機関 

（イ） 集団健診：保健センター等 

個別健診、集団健診ともに、実施場所は毎年度協議の上、決定する。 

ウ 案内方法 

 対象者全員に対し、特定健康診査受診券と受診案内を毎年 5 月末に個別送付する。また、年度途

中加入者には申請により随時発行する。そのほか、広報誌やホームページ、ポスターやチラシ、ＳＮ

Ｓ等を通じて周知を図る。 

エ 実施期間 

 受診券到着後（５月末一斉発送）～翌年3月31日まで 

 

③実施項目 

 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基

準」で定められた項目に従い、対象者に表４の検査を実施する。 

 

表４ 特定健康診査の健診項目 

 項目 

基本的な

検査項目 

既往歴（服薬歴、喫煙歴を含む）、自覚症状、他覚症状 

身体計測 身長、体重、腹囲、BMI 

血圧 血圧（収縮期／拡張期） 

肝機能検査 AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP） 

血中脂質検査 
空腹時中性脂肪（やむを得ない場合には随時中性脂肪）、

HDL コレステロール、LDLコレステロール 

血糖検査 
HbA1cまたは空腹時血糖（やむを得ない場合には随時血

糖） 

尿検査 尿糖・尿蛋白 

追加項目

または詳

細項目 

その他の生化学検査 
総コレステロール、血清尿酸、血清アルブミン（岩国市独自

項目 全員実施） 

貧血検査 ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数（全員実施） 

血清クレアチニン検査（eGFR）（全員実施） 

心電図検査（全員実施） 

眼底検査（医師の判断） 

出典：厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6年度版） 

 

④実施体制 

 健診の委託は、利用者の利便性を考慮するとともに、健診の質の担保のために適切な制度管理維持

が求められるため、国の委託基準（「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 16条第1

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」）を満たす健診機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書

で定める。 

 

⑤事業者健診等の健診データ収集方法 

 岩国市国民健康保険被保険者が「労働安全衛生法」に基づく健康診断や人間ドックを受診した場合
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は、本人から健診結果データを提供してもらい、特定健康診査受診率に反映する。 

 また、定期的に医療機関で検査をしている者などが、特定健診と同等の検査項目を検査済の場合、本

人同意のもと医療機関からデータ提供を受け、特定健康診査受診率に反映する。 

 

（２）特定保健指導 

①実施目的・対象者の階層化の基準 

 基本指針にあるとおり、特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健

指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行う

とともに健康的な生活の維持ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防するこ

とを目的する。 

 特定保健指導は、特定健康診査結果を腹囲、リスクの多少、喫煙の有無、年齢により階層化し（表

５）、積極的支援対象者及び動機付け支援対象者に実施する。なお、特定健康診査の質問票において服

薬中であることが判別できた者については、既に主治医の指導を受けていることから特定保健指導対

象者外とする。また、2 年連続して積極的支援対象者に該当した対象者のうち、1 年目に比べ 2 年目

の状態が改善している場合（表６）、2 年目は、動機付け支援相当の支援を実施した場合であっても、

特定保健指導を実施したこととなる。 

 

表５ 特定保健指導階層化の基準 

腹囲 追加リスク 喫煙 対象年齢 

（血糖・血圧・脂質） 40-64歳 65-74歳 

男性≧85cm 

女性≧90cm 

２つ以上該当 なし／あり 積極的支援 動機付け支援 

１つ該当 

 

あり 

なし 動機付け支援 

上記以外で 

BMI≧25kg/

㎡ 

３つ該当 なし／あり 積極的支援 

２つ該当 あり 

なし 動機付け支援 

１つ該当 なし／あり 

参考：追加リスクの判定基準 

追加リスク 血糖 空腹時血糖 100mg/dl 以上（やむを得ない場合には随時血糖 100 mg/dl 以

上）、またはHbA1c5.6％以上 

血圧 収縮期血圧 130mmHg以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上 

脂質 空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上（やむを得ない場合には随時中性脂肪

175mg/ｄｌ以上）、またはHDL コレステロール40mg/dl 未満 

出典：厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6年度版） 

 

表６ 対象者改善基準 

BMI＜30 腹囲 1.0cm 以上かつ体重1.0kg以上減少している者 

BMI≧30 腹囲 2.0cm 以上かつ体重2.0kg以上減少している者 
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②重点対象 

対象者全員に特定保健指導を実施するが、効率的・効果的な特定保健指導を実施するため、特に効果

が期待できる層に重点的に特定保健指導の利用勧奨を行う。具体的には、初めて特定保健指導の対象

となった者を重点対象とする。 

 

③実施期間・内容 

 ア 実施期間 

通年 

 イ 実施場所 

（ア） 集団指導：各地域の保健センター等 

（イ） 個別指導：利用者と相談の上設定 

 ウ 利用券の発行 

毎月選定した対象者に対し発送 

エ 実施体制 

  直営により実施する。 

   ※利用者の利便性や保健指導充実のため、委託を検討する。 

オ 指導内容 

   支援形態により以下の支援を行う。 

   積極的支援：初回面接で医師、保健師又は管理栄養士の指導のもと、生活習慣改善のための行   

動計画を策定。 

         初回面接後、３か月以上、定期的に電話や訪問等で継続支援を実施し、体重、腹囲

の変化や生活習慣の改善の評価を行う。 

   動機付け支援：初回面接で、医師、保健師又は管理栄養士の指導のもと、生活習慣改善のための行

動計画を策定。 

         ３か月以上経過後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況の評価を行う。 

 

３ 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率向上に向けた主な取組 

（１） 特定健康診査 

取組項目 取組内容 取組概要 

効果的なツールを活用した

受診勧奨 

①ハガキによる受診勧奨 

 

②加入時のチラシ配布と電

話による受診勧奨 

①未受診者をカテゴリー分けし、対象者

の特定に合わせた受診勧奨を実施。 

②当該年度加入者には、加入時に受診勧

奨チラシを配布し、希望者には随時受診

券を発行する。 

加入時に、受診勧奨の同意を得た方に対

し、電話での受診勧奨を行う。 

利便性の向上 ①がん検診との同時受診 

②休日健診の実施 

③受診券再発行の電子申請

受付 

①②集団健診は、特定健康診査とがん検

診が同時に受診できるよう、複合型健診

として実施し、土日開催も行う。 

③受診券再発行の電子申請受付実施。 
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④予約サイトの開設の検討 

 

④集団健診全日程で、電話だけでなく

24 時間予約可能なインターネット予約

の開設を検討する。 

関係機関との連携 ①かかりつけ医との連携し

た受診勧奨 

②健康づくり関係団体と連

携した啓発 

③関係部局との連携 

 

①かかりつけ医からの受診勧奨。 

②健康づくり関係団体へ資料提供する。

県の特定健診受診勧奨強化月間にポス

ター掲示とチラシ設置を依頼。 

③はり・きゅう申請の手続に窓口に来ら

れた方に対してチラシ配布。頭部MRI 検

査のみの申し込み者に対してチラシ送

付。65 歳年齢到達者への介護保険被保

険者証送付時にチラシ同封。 

インセンティブの付与 ①健康マイレージ事業の実

施 

②インセンティブ付与の検

討 

①健康マイレージ応募者の中から市内

特産品等をプレゼント 

②未受診者対策としてインセンティブ

付与を検討する。 

早期啓発・動機付け 40歳未満向け健診の実施 若年層から早期に健康意識を高めるた

め、35 歳以上 39 歳以下の市民を対象

とした若年者健診を実施。 

 

（２） 特定保健指導 

取組項目 取組内容 取組概要 

効果的なツールを活用した

利用勧奨 

①集団健診当日、基準該当

者に保健指導を実施し利用

勧奨 

②対象者には、通知と電話

にて勧奨 

 

①集団健診受診者：健診当日に腹囲、BMI

血圧、喫煙の有無により基準該当者に対

面にて保健指導の必要性について説明

し、健診結果説明会（特定保健指導初回）

を案内し、利用勧奨を実施。 

また、生活習慣の改善に向け、意識を向

上させてもらうために簡易な保健指導

を実施。健診結果説明会欠席者には、電

話勧奨及び個別日程で対応可能である

ことを伝える。 

②医療機関健診受診者：直営（初回は健

診結果説明会または個別、継続支援は個

別対応）を実施。 

医師会との連携を図ることにより、医療

機関健診受診者で特定保健指導対象者

への利用勧奨を依頼。 
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利便性の向上 個別対応 健診結果説明会（特定保健指導初回）へ

の参加ができない対象者に対して、個別

対応での実施。 

内容・質の向上 ①特定保健指導の内容の見

直し 

②職員の研修 

①毎年教室で使用するパワーポイント

やパンフレットの内容を見直し、対象者

に応じたものにする。 

②特定保健指導に関するスキルアップ

の向上につなげる。 

早期介入 健診会場での初回面接の実

施 

集団健診受診者：健診当日に、腹囲、BMI、

血圧、喫煙の有無により基準該当者に対

面にて特定保健指導の必要性について

説明し、初回面接の分割実施を行う。 

関係機関との連携 

 

医療機関と連携した利用勧

奨 

年度当初、各医療機関に出向き、対象者

に特定保健指導利用勧奨チラシ配布依

頼について説明。 
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0
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10,000
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9,149
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6,577
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6,338

13,879 1,803

18,166

7,511
10,400 10,389 347 6,412 1,425 5,897

10,026
1,274

9,697 4,458 9,213 6,090 277 5,178 1,232 3,379
0

5,000

10,000

15,000

20,000
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30,000

35,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16,525

22,598

9,883

15,951

10,645

7,467

15,188

7,186

13,209

6,272
15,415

21,230

5,919

20,365

10,906 7,507
13,699

8,049 9,383 4,972
12,627 18,816 4,097 17,052 8,502 6,693 10,703 7,710 8,172 4,342

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

岩国市 県 全国

６．その他の心神経系の疾患

７．高血圧性疾患

８．その他の消化器系の疾患

９．その他の眼及び付属器の疾患

10．気分（感情）障害（躁うつ病を含む）

外来

入院

合計

出典：KDB_S23_004_疾病別医療費分析（中分類）（令和４年度）
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図表

医療費 順位 医療費 順位 医療費 順位 医療費 順位 医療費 順位

総合失調症 42,580 1 40,309 1 39,766 1 39,832 1 38,620 1

骨折 19,615 2 21,255 2 17,993 3 21,304 2 18,101 2

うつ病 15,754 4 16,737 4 14,646 5 15,428 5 16,620 3

不整脈 17,399 3 15,994 6 15,833 4 16,349 4 15,687 4

関節疾患 12,504 8 17,291 3 11,244 8 14,646 6 14,468 5

脳梗塞 15,270 5 16,404 5 10,132 9 10,473 8 13,010 6

大腸がん 12,803 7 11,847 9 12,265 7 8,281 9 12,688 7

肺がん 14,567 6 15,269 7 18,949 2 16,834 3 12,246 8

慢性腎臓病（透析あり） 12,018 9 13,634 8 12,835 6 10,574 7 11,312 9

狭心症 5,165 16 7,751 11 8,652 10 6,459 13 7,440 10

糖尿病 55,681 1 54,110 1 54,637 1 55,982 1 54,832 1

高血圧症 51,272 2 47,562 2 43,806 2 41,931 2 39,829 2

脂質異常症 32,907 4 32,810 4 30,030 4 29,603 4 26,493 3

慢性腎臓病（透析あり） 35,580 3 37,637 3 31,354 3 30,403 3 26,063 4

総合失調症 26,739 5 23,938 6 25,161 6 24,772 5 25,915 5

関節疾患 24,504 6 24,421 5 21,512 7 22,439 7 20,040 6

肺がん 18,486 8 20,044 7 27,248 5 23,052 6 17,405 7

うつ病 19,467 7 18,512 8 16,803 8 16,309 9 16,430 8

不整脈 15,851 9 16,032 9 16,284 9 16,525 8 15,873 9

緑内障 12,083 11 12,098 10 12,635 10 11,566 10 11,896 10

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

入
院

外
来

最大医療資源傷病名
Ｈ30 Ｒ１

疾病分類（細小分類）医療費上位10位12

出典：KDB_S23_001_医療費分析(1)細小分類（平成30年度～令和４年度）

（単位：万円）
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図表

医療費
構成
割合

医療費
構成
割合

医療費
構成
割合

入院 外来 入院 外来 人数 割合 人数 割合

Ｈ30 637,391,950 10.0 46,313,030 1.8 591,078,920 15.6 4 771 1,534 16,579 4,356 14.4 256 0.8

Ｒ1 609,771,710 9.3 37,147,380 1.4 572,624,330 15.0 4 770 1,281 19,745 4,250 14.7 220 0.8

Ｒ2 628,920,810 9.7 50,204,390 1.8 578,716,420 15.3 4 784 1,772 20,431 4,301 15.2 241 0.9

Ｒ3 631,149,860 9.9 44,101,360 1.7 587,048,500 15.8 4 825 1,601 21,318 4,170 15.1 228 0.8

Ｒ4 627,980,380 10.0 46,400,720 1.7 581,579,660 16.6 4 845 1,769 22,177 3,941 15.0 210 0.8

Ｈ30 528,038,450 8.3 14,983,190 0.6 513,055,260 13.6 1 1,358 496 16,994 8,314 27.5 228 0.8

Ｒ1 490,434,020 7.5 14,773,910 0.5 475,660,110 12.4 2 1,323 509 16,402 8,063 27.8 217 0.7

Ｒ2 446,459,850 6.9 8,382,630 0.3 438,077,220 11.6 1 1,266 296 15,466 8,016 28.3 214 0.8

Ｒ3 424,922,460 6.7 5,587,380 0.2 419,335,080 11.3 1 1,259 203 15,228 7,847 28.5 231 0.8

Ｒ4 401,960,900 6.4 3,663,980 0.1 398,296,920 11.4 1 1,267 140 15,188 7,485 28.5 212 0.8

Ｈ30 337,210,100 5.3 8,116,010 0.3 329,094,090 8.7 0 816 269 10,901 7,588 25.1 225 0.7

Ｒ1 330,787,570 5.1 2,683,900 0.1 328,103,670 8.6 0 841 93 11,413 7,369 25.4 207 0.7

Ｒ2 301,151,450 4.6 847,580 0 300,303,870 8.0 0 816 30 10,602 7,542 26.6 208 0.7

Ｒ3 297,015,220 4.7 984,140 0 296,031,080 8.0 0 849 36 10,750 7,383 26.8 180 0.7

Ｒ4 265,798,870 4.2 868,450 0 264,930,420 7.6 0 823 33 10,102 6,932 26.4 151 0.6

新規

糖
尿
病

高
血
圧
症

脂
質
異
常
症

最大
医療
資源
傷病

年度

医療費（円・％） 千人当たりレ
セプト件数
（件）

１人当たり医療
費（円）

患者数（人・％）

合計 入院 外来 合計

生活習慣関連疾患（糖尿病、高血圧症、脂質異常症）医療費13

出典：KDB_S23_001_医療費分析(1)細小分類（平成30年度～令和４年度）
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図表

医療費
構成
割合

医療費
構成
割合

医療費
構成
割合

入院 外来 入院 外来 人数 割合 人数 割合

Ｈ30 15,561,140 0.2 8,530,220 0.3 7,030,920 0.2 0 11 283 223 777 2.6 69 0.2

Ｒ1 21,555,270 0.3 16,774,540 0.6 4,780,730 0.1 0 8 578 165 790 2.7 29 0.1

Ｒ2 15,445,420 0.2 11,994,540 0.4 3,450,880 0.1 0 6 423 122 839 3.0 37 0.1

Ｒ3 7,423,840 0.1 3,621,970 0.1 3,801,870 0.1 0 7 132 138 849 3.1 32 0.1

Ｒ4 9,162,010 0.1 5,828,160 0.2 3,333,850 0.1 0 7 222 127 816 3.1 42 0.2

Ｈ30 95,694,750 1.5 93,607,470 3.6 2,087,280 0.1 5 3 3,101 69 157 0.5 8 0

Ｒ1 86,935,270 1.3 85,097,950 3.1 1,837,320 0.0.0 5 3 2,934 63 139 0.5 7 0

Ｒ2 78,318,670 1.2 76,593,190 2.8 1,725,480 0 4 3 2,704 61 151 0.5 11 0

Ｒ3 84,796,350 1.3 83,166,310 3.2 1,630,040 0 4 3 3,020 59 140 0.5 7 0

Ｒ4 65,774,540 1.0 63,981,820 2.3 1,792,720 0.1 3 3 2,440 68 136 0.5 9 0

Ｈ30 183,505,280 2.9 152,697,700 5.8 30,807,580 0.8 8 62 5,058 1,020 980 3.2 34 0.1

Ｒ1 189,792,800 2.9 164,035,470 6.0 25,757,330 0.7 8 57 5,656 888 924 3.2 46 0.2

Ｒ2 125,815,330 1.9 101,318,490 3.7 24,496,840 6.0 6 55 3,577 865 870 3.1 38 0.1

Ｒ3 130,664,590 2.1 104,734,350 4.0 25,930,240 0.7 6 59 3,803 942 837 3.0 40 0.1

Ｒ4 154,162,880 2.5 130,104,110 4.7 24,058,770 0.7 7 59 4,961 917 781 3.0 40 0.2

Ｈ30 110,582,740 1.7 51,650,150 2.0 58,932,590 1.6 3 10 1,711 1,852 1,489 4.9 62 0.2

Ｒ1 133,057,740 2.0 77,510,320 2.8 55,547,420 1.5 3 101 2,673 1,915 1,389 4.8 56 0.2

Ｒ2 137,640,670 2.1 86,519,180 3.2 51,121,490 1.4 4 96 3,054 1,805 1,418 5.0 72 0.3

Ｒ3 117,057,660 1.8 64,593,150 2.5 52,464,510 1.4 3 100 2,346 1,905 1,338 4.9 52 0.2

Ｒ4 122,369,820 1.9 74,399,800 2.7 47,970,020 1.4 3 97 2,837 1,829 1,226 4.7 68 0.3

Ｈ30 44,018,650 0.7 40,968,570 1.6 3,050,080 0.1 1 4 1,357 101 136 0.5 12 0

Ｒ1 38,793,740 0.6 35,529,990 1.3 3,263,750 0.1 1 4 1,225 113 129 0.4 10 0

Ｒ2 26,767,730 0.4 23,928,450 0.9 2,839,280 0.1 1 4 845 100 115 0.4 4 0

Ｒ3 39,308,100 0.6 36,815,330 1.4 2,492,770 0.1 1 4 1,337 91 116 0.4 4 0

Ｒ4 41,733,130 0.7 3,938,150 1.4 2,349,980 0.1 1 4 1,502 90 116 0.4 3 0

新規

動
脈
硬
化

脳
出
血

脳
梗
塞

狭
心
症

１人当たり医
療費（円）

患者数（人・％）

合計

心
筋
梗
塞

最大
医療
資源
傷病

年度

医療費（円・％） 千人当たり
レセプト件
数（件）合計 入院 外来

生活習慣関連疾患（動脈硬化、脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞）医療費14

出典：KDB_S23_001_医療費分析(1)細小分類（平成30年度～令和４年度）
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図表

（円）

年度

医療費

（人）

受診医療機関数 同一医療機関への受診日数 （人）

１日
以上

10日
以上

14日
以上

15日
以上

16日
以上

17日
以上

18日
以上

19日
以上

20日
以上

16,988 259 152 98 90 81 77 74 70

7,705 143 70 38 35 30 29 29 26

2,595 56 24 11 10 7 7 7 6

784 22 8 4 4 3 3 3 3

207 6 0 0 0 0 0 0 0

処方日数 処方薬剤数 （人）

1種類
以上

2種類
以上

3種類
以上

4種類
以上

5種類
以上

6種類
以上

10種類
以上

15種類
以上

20種類
以上

14,747 13,044 10,871 8,751 6,962 5,411 1,831 423 84

12,429 11,361 9,338 8,120 6,560 5,155 1,782 415 83

8,024 7,317 6,356 5,312 4,341 3,424 1,281 310 64

重複処方者数 複数の医療機関から重複処方が発生した薬剤数 （人）

1種類
以上

2種類
以上

3種類
以上

4種類
以上

5種類
以上

6種類
以上

7種類
以上

8種類
以上

9種類
以上

111 19 8 5 1 1 0 0 0

3 2 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

467,752,800 507,502,070 444,891,290 409,775,370

8

140 73 21 11

132 78 13 11

年度

令和元年度

142 81 13

144 69 21 8

人工透析患者数
（実）

(再掲)糖尿病レ
セプトあり

人工透析新規患
者数(実）

（再掲）糖尿病
レセプト有

３医療機関以上

４医療機関以上

５医療機関以上

令和２年度

令和3年度

令和4年度

１医療機関以上

3医療機関以上

4医療機関以上

5医療機関以上

令和４年度

479,014,050

141 57 22 11平成30年度

1日以上の処方

15日以上の処方

30日以上の処方

2医療機関以上

２医療機関以上

透析患者数

重複・頻回受診の状況（令和５年３月診療分）

重複・多剤処方の状況（令和５年３月診療分）

15-2

16

17

人工透析医療費15-1

出典：KDB_S27_013_重複・多剤処方の状況

出典：KDB_S27_012_重複・頻回受診の状況

出典：KDB_S23_001_医療費分析(1)細小分類（平成30年度～令和４年度）
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図表
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H30.9 H31.3 R1.9 R2.3 R2.9 R3.3 R3.9 R4.3 R4.9

岩国市 県

後発品の数量割合

（％）

18

特定健康診査受診率の推移

特定健康診査（性別・年齢別）受診者数・受診率

43 71 84 81
212

794

1,448

62 71 116 153
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1,069

1,780
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26.7 
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30.2 

32.7 28.0 
30.3 29.7 

31.6 
33.2 

37.9 38.0 

33.7 

36.4 
37.5 
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岩国市 県 全国

（％）

（％）
（人）

19

20

（歳）

出典：厚生労働省「保険者別の後発医薬品の使用割合」

出典：法定報告

出典：法定報告
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図表

男性 女性

有所見の状況
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尿酸

21

（％）

出典：KDB_S21_024_厚生労働省様式（様式５－２：健診有所見者状況）（令和４年度）

（％）
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図表

メタボリックシンドローム該当者率
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（％）

22-1

22-2

出典：KDB_S21_003_健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（平成30年度～令和４年度）

出典：KDB_S21_008_健診の状況（平成30年度～令和４年度）
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出典：KDB_S21_008_健診の状況（平成30年度～令和４年度）
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図表　

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

41.8% 25.0% 52.0% 61.0% 49.9% 50.1% 22.2% 26.2% 32.6% 23.7% 62.5% 59.1%

42.5% 26.3% 49.4% 59.6% 48.8% 50.5% 20.9% 23.3% 33.6% 24.3% 68.0% 62.4%

58.1% 27.0% 67.4% 77.8% 48.8% 58.7% 18.6% 19.0% 24.4% 19.4% 61.0% 61.3%

50.7% 37.7% 63.4% 75.4% 59.2% 60.9% 18.3% 34.8% 18.3% 14.7% 63.4% 56.3%

46.2% 27.6% 66.2% 81.9% 50.6% 57.8% 32.1% 28.7% 30.0% 19.1% 65.1% 59.5%

53.1% 29.8% 65.4% 73.5% 56.8% 57.0% 25.0% 30.7% 31.6% 15.3% 74.7% 57.0%

43.4% 27.4% 58.0% 66.8% 52.7% 54.9% 20.3% 24.7% 27.8% 17.5% 63.9% 56.5%

43.8% 26.5% 49.2% 58.8% 50.7% 49.1% 21.9% 20.6% 34.7% 24.3% 68.3% 62.8%

39.9% 25.0% 45.0% 54.3% 46.2% 48.6% 19.9% 23.2% 35.3% 27.6% 68.7% 64.4%

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

19.7% 3.9% 28.8% 24.4% 17.9% 8.7% 9.8% 5.8% 46.3% 11.1% 15.7% 32.9%

17.6% 4.2% 28.0% 23.8% 16.8% 9.0% 8.1% 5.5% 48.2% 12.2% 15.0% 32.4%

25.0% 17.5% 39.5% 36.5% 23.3% 14.3% 23.3% 25.8% 15.9% 7.9% 18.6% 33.3%

23.9% 15.3% 38.0% 33.3% 18.3% 26.1% 25.4% 15.9% 29.6% 23.6% 18.3% 37.7%

28.6% 12.0% 27.5% 29.3% 30.0% 17.2% 27.5% 13.9% 29.8% 14.5% 23.8% 41.4%

21.0% 9.2% 35.8% 25.8% 23.8% 13.2% 13.6% 13.2% 37.0% 13.7% 19.8% 31.8%

20.3% 5.7% 30.4% 22.3% 16.1% 8.4% 12.7% 7.9% 42.9% 15.4% 16.6% 37.3%

19.1% 3.3% 28.6% 23.0% 16.0% 7.0% 6.3% 4.2% 52.6% 13.2% 14.5% 33.9%

15.1% 2.5% 25.9% 23.3% 15.9% 8.5% 5.7% 3.2% 50.0% 10.3% 14.0% 29.5%

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

間食や甘い飲み
物（毎日）

県平均

岩国市平均

40～44歳

45～49歳

50～54歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

喫煙

食事

食べる速度
（速い）

就寝2時間以内
の夕食

（週3回以上）

朝食を抜く
（週3回以上）

飲酒頻度
（毎日）

55～59歳

20歳時から体重
の増加

（10kg以上）

運動 生活習慣

1回30分以上の
運動習慣なし

1日1時間以上の
運動習慣なし

睡眠不足 改善意欲なし
特定保健指導は
利用しない

県平均

岩国市平均

40～44歳

45～49歳

50～54歳

質問票調査の状況24

出典：KDB_S21_007_質問票調査の状況（令和４年度）
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図表

H30 R1 R2 R3 R4

人数 2,838 3,150 3,149 3,187 3,033

割合 12.4% 14.4% 14.7% 15.5% 15.3%

人数 2,159 2,265 2,037 2,042 2,327

割合 9.5% 10.3% 9.5% 9.9% 11.7%

人数 1,088 1,145 1,028 986 1,032

割合 4.8% 5.2% 4.8% 4.8% 5.2%

人数 11,073 10,085 10,014 9,670 9,142

割合 48.6% 46.1% 46.7% 46.9% 46.0%

人数 5,646 5,255 5,222 4,726 4,334

割合 24.8% 24.0% 24.3% 22.9% 21.8%
治療なし

検診対象者 健診受診者

生活習慣病
治療中

コントロール不良

生活習慣病
治療中

コントロール良

治療なし

健診未受診者

生活習慣病
治療中

健診・レセプトの突合分析

特定保健指導実施率の推移

（％）

24.9 26.1 

18.1 
19.1 

20.8 

17.8 17.3 

12.8 
14.8 15.7 

28.9 29.3 
27.9 27.9 28.8 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

H30 R1 R2 R3 R4

岩国市 県 国

25

26

出典：KDB_ S21_027_厚生労働省様式（様式５－５：糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導）（平成30年度～令和４年度）

出典：法定報告
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図表

要介護者の認定状況

居宅１人当たり介護給付費

１号認定率

19.7

19.8

20.1

20.4

20.0 19.9 20.0
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19.2
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19.8

20

20.2

20.4

20.6

H30 R1 R2 R3 R4

岩国市 県 全国

（％）

14,073
14,455

14,713
14,930 14,848

13,616
13,837

14,104 14,222
13,910

14,353

14,872

15,281

15,713

15,157

13,000

14,000

15,000

16,000

H30 R1 R2 R3 R4

岩国市 県 全国

施設１人当たり介護給付費

8,881

9,208
9,437

9,405
9,240

9,010
9,218

9,460

9,284

8,882

8,667

8,922
9,122 9,100

8,570

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

H30 R1 R2 R3 R4

岩国市 県 全国

（円）

（円）

27

28-1

28-2

出典：KDB_S21_001_地域の全体像の把握（平成30年度～令和４年度）

出典：KDB_S29_003_健康スコアリング（介護）（平成30年度～令和４年度）
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介護度別レセプト１件当たり給付費

12,155 13,432
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50,671

87,453

121,940

144,473

9,568 12,723

37,331
45,837

78,504

103,025
113,314

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

岩国市 県 全国
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出典：KDB_S21_001_地域の全体像の把握（令和４年度）
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＜参考資料＞用語説明 

あ行 

アウトカム 成果。アウトカム評価は事業の目的の達成度、または成果の数値目標を

評価する。 

アウトプット 実績。アウトプット評価は目的・目標の達成のために行われる事業の結

果（活動回数、参加者数など）を評価する。 

ｅＧＦＲ 腎臓にどれくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示すもので、こ

の値が低いほど腎臓の機能が悪いということになる。ｅＧＦＲ（推算糸

球体濾過量）は、血清クレアチニン値、年齢、性別から計算する。 

ＨＤＬコレステロール 余分なコレステロールを回収して動脈硬化を抑える。善玉コレステロー

ル。 

ＬＤＬコレステロール 肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割を担っており、増えす

ぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させる。悪玉コレス

テロール。 

か行 

眼底検査 目の奥の状態を調べる検査。通常眼底写真にて検査する。動脈硬化の程

度、高血圧、糖尿病による目の合併症や緑内障・白内障の有無等を調べ

るもの。 

狭心症 狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管（冠動脈）が狭くなり、血流

の流れが悪くなった状態。 

ＱＯＬ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｏｆ Ｌｉｆｅの略。生活の質。 

空腹時血糖 食後 10 時間以上の血糖値。 

血圧（収縮期・拡張期） 血管にかかる圧力のこと。心臓が血液を送り出すときに示す最大血圧を

収縮期血圧、全身から戻った血液が心臓にたまっているときに示す最小

血圧を拡張期血圧という。 

血清アルブミン 肝臓で合成されるたんぱく質。低下すると、肝障害・慢性炎症性の病

気・栄養不良などが疑われる。 

血清クレアチニン 

（Ｃｒ） 

たんぱく質が分解・代謝されてできた老廃物。通常は尿とともに排泄さ

れるが、腎機能が低下すると排泄できず血液中に増えていく。 

健康寿命 世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たき

りや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。 
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ＫＰＩ 「Ｋｙｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」の略で、

「重要業績評価指標」と訳され、目標達成までのプロセスにおける達成

度を示す指標。 

高血圧症 高血圧は、血圧が高いという病態。高血圧症とは、繰り返し測っても血

圧が正常より高い場合をいう。 

後発医薬品 

 

先発医薬品の特許期間終了後、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が

同等なものとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品

のこと。先発医薬品よりも安価に供給される。ジェネリック医薬品とも

呼ばれる。 

高齢化率 全人口に占める 65歳以上人口の割合。 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施 

市町村において、後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて、後期高

齢者の保健事業について、国民健康保険の保健事業や介護保険の地域支

援事業と一体的に行うこと。 

国保データベースシステ

ム 

（ＫＤＢ） 

国保連合会が国保保険者や後期高齢者医療広域連合における保健事業の

計画の作成や実施を支援するため、「健診・保健指導」、「医療」、「介

護」の各種データを利活用して、①「統計情報」・②「個人の健康に関

するデータ」を作成するシステム。 

さ行 
 

脂質異常症 中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたした状態。 

心筋梗塞 動脈硬化によって心臓の血管に血栓（血液の固まり）ができて、血管が詰

まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気。 

人工透析 人工的に血液中の老廃物や余分な水分を取り除き、血液をきれいにする

働きを腎臓に代わって行う治療法。 

（悪性）新生物 細胞が何らかの原因で変異し、増殖を続け、周囲の正常な組織を破壊す

る悪性腫瘍のこと。がんや肉腫など。 

ストラクチャー 構造。ストラクチャー評価は、体制や仕組み、施設や設備、予算などが整

っているかを評価する。 

生活習慣病 食生活や運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣によって引き起こされ

る疾患の総称。代表的なものに高血圧症、糖尿病、脂質異常症などがあ

る。 

た行 
 

中性脂肪 肉や魚・食用油等食品中の脂質や、体脂肪の大部分を占める物質。単に脂

肪とも呼ばれる。 
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重複服薬 複数の医療機関にかかっている場合に、同じ効能の薬が重複して処方さ

れ、それを服用すること。 

糖尿病 血糖値を下げるホルモン（インスリン）の作用が低下することで、体内に

取り入れた栄養素がうまく活用されず、血液中のブドウ糖（血糖）が多く

なっている状態。ひどくなると尿が多くなる、のどが渇く、お腹が空く、

体重が減る、疲れやすい等の症状が出て、時には意識障害（糖尿病昏睡）

となることもある。 

糖尿病性腎症 糖尿病の三大合併症の１つとされている疾患。糖尿病によって高血糖状

態が持続し、腎臓の内部に張り巡らされている最小血管が障害を受ける

ことで発症する。悪化すると腎不全に移行し、血液透析などが必要とな

ることもあり、人工透析の原因疾患の第一位が糖尿病性腎症となってい

る。 

動脈硬化 動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態。内腔にプラークがつい

たり血栓が生じたりして血管が詰まりやすくなる。 

特定健康診査 2008（平成 20）年度から各保険者に義務付けられた 40歳以上 75歳未満

の健康保険被保険者に対する健康診査。 

特定保健指導 特定健康診査の結果により、生活習慣病の予防・改善が必要と認められ

た人に対する生活習慣を見直す支援。発症リスクの程度に応じて動機づ

け支援、積極的支援がある。 

な行 
 

日本再興戦略 我が国の経済再生に向けて、産業基盤の強化、医療・エネルギー等の市場

創出など民間活力を引き出すことを主目的に第二次安倍内閣が掲げた成

長戦略。その中で健康長寿社会の実現を目指している。 

認知症 記憶障害から始まり、知的能力が脳の後天的な変化により著しく低下す

る病気。 

脳（血管）疾患 脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があ

る。いずれも高血圧が最大の原因。脳血管障害ともいう。 

は行 
 

ＢＭＩ [体重（㎏）]÷[身長（ｍ）の２乗]で算出される値。肥満や低体重（やせ）

の判定に用いる。 

ＰＤＣＡサイクル Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔ（改善）

という４段階の繰り返しにより、事業を継続的に改善する仕組み。 
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標準化死亡比（ＳＭＲ） 基準死亡率（人口 10 万対の志望者数）を対象地域に当てはめた場合に、

計算により求められる期待される死亡者数と実際に観察された死亡者数

を比較するもの。国の平均を 100 としており、標準化死亡比が 100 以上

の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100 以下の場合は死亡

率が低いと判断される。 

一人当たり医療費 入院・入院外・歯科の年間診療費を年間平均被保険者数で割った額。 

腹囲 へその高さで図る腰回りの大きさ。内臓脂肪の蓄積の目安とされ、メタ

ボリックシンドロームを診断する指標の１つ。 

プロセス 過程。プロセス評価は、事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や

活動状況を評価する。 

平均寿命 平均寿命とは「０歳における平均余命」のこと。 

平均余命 現在の年齢から残り何年生きられるかを数値にしたもの。 

平均自立期間 要介護２以上を「不健康」と定義して、平均余命からこの不健康期間を除

いたもので、０歳の人が要介護２の状態になるまでの期間。 

ＨｂＡ１ｃ 

（ヘモグロビンエーワン

シー） 

血管の中で、ブドウ糖とヘモグロビン（赤血球の中にある蛋白質）が結合

したもので、糖尿病検査の指標の１つ。過去１～２か月間の平均的な血

糖の状態が分かる。 

法定報告 特定健診等の実績を国に報告するもので、対象者は、特定健診等の実施

年度中に 40～74 歳になる人で当該年度の１年間を通じて岩国市国民健

康保険に加入していることが条件となる。 

ま行 

メタボリックシンドロー

ム該当者・予備群 

「内臓脂肪型肥満」に加え、「血糖高値」、「脂質異常」、「血圧高

値」のうち２つ以上該当する状態。また、予備群は１つ以上該当する状

態。 

や行 

有所見者 特定健診受診者のうち、異常の所見のあった者。 

ら行 

レセプト 患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療報酬の明

細のこと。医科や歯科では診療報酬明細書、薬局では調剤報酬明細書と

もいう。 
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